
○
告

示

救
急
病
院

・
救
急
診

療
所
の
別

名

称

所

在

地

認

定

期

間

救
急
病
院

国
東
市
民
病
院

国
東
市
安
岐
町
下
原
一
四
五
六
番
地

令

五
・

二
・

一
か
ら

令

八
・

一
・
三
一
ま
で

救
急
病
院

医
療
法
人
メ
デ
ィ
ケ

ア
ア
ラ
イ
ア
ン
ス
あ

お
ぞ
ら
病
院

国
東
市
国
東
町
小
原
二
六
五
〇
番
地

令

五
・

二
・

一
か
ら

令

八
・

一
・
三
一
ま
で

救
急
病
院

独
立
行
政
法
人
国
立

病
院
機
構
別
府
医
療

セ
ン
タ
ー

別
府
市
内
竈
一
四
七
三
番
地

令

五
・

二
・

一
か
ら

令

八
・

一
・
三
一
ま
で

救
急
病
院

大
分
県
厚
生
連
鶴
見

病
院

別
府
市
大
字
鶴
見
四
三
三
三
番
地

令

五
・

二
・

一
か
ら

令

八
・

一
・
三
一
ま
で

救
急
病
院

中
村
病
院

別
府
市
秋
葉
町
八
番
二
四
号

令

五
・

二
・

一
か
ら

令

八
・

一
・
三
一
ま
で

救
急
病
院

国
家
公
務
員
共
済
組

合
連
合
会
新
別
府
病

院

別
府
市
大
字
鶴
見
三
八
九
八
番
地

令

五
・

二
・

一
か
ら

令

八
・

一
・
三
一
ま
で

救
急
病
院

医
療
法
人
博
愛
会
別

府
中
央
病
院

別
府
市
北
的
ヶ
浜
町
五
番
一
九
号

令

五
・

二
・

一
か
ら

令

八
・

一
・
三
一
ま
で

救
急
病
院

黒
木
記
念
病
院

別
府
市
照
波
園
町
一
四
番
二
八
号

令

五
・

二
・

一
か
ら

令

八
・

一
・
三
一
ま
で

救
急
病
院

内
田
病
院

別
府
市
末
広
町
三
番
一
号

令

五
・

二
・

一
か
ら

令

八
・

一
・
三
一
ま
で

救
急
病
院

杵
築
市
立
山
香
病
院

杵
築
市
山
香
町
大
字
野
原
一
六
一
二
―

一

令

五
・

二
・

一
か
ら

令

八
・

一
・
三
一
ま
で
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瀬
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四
十
万

に
三
分
の
一
を
乗
じ
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て
得
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え
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合
に
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て
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超
え
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に
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六
分
の
一
を
乗
じ
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た

数
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四
十
万
に
三
分
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を
乗
じ
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を
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算
し
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得
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…
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六

大
分
県
告
示
第
七
十
五
号

救
急
病
院
等
を
定
め
る
省
令
（
昭
和
三
十
九
年
厚
生
省
令
第
八
号
）
第
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次

の
医
療
機
関
を
消
防
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
八
十
六
号
）
第
二
条
第
九
項
に
規
定
す
る
救
急
隊
に
よ

り
搬
送
さ
れ
る
傷
病
者
に
関
す
る
医
療
を
担
当
す
る
医
療
機
関
と
し
て
認
定
し
た
。

令
和
五
年
二
月
十
四
日

大
分
県
知
事

広

瀬

勝

貞

令

和

五

年

第
三
八
三
号

二
月
十
四
日

( 火 曜 日 )

目

次

毎
週

火
曜
日
・
金
曜
日
（
祝
祭
日
に
当
た
る
と
き
は
翌
日
発
行
）

発
行
人

大

分

県

編
集

㈱
明
文
堂
印
刷

（
定
価

一
箇
年

三
万
八
千
八
百
八
十
円
）

令
和
五
年
二
月
十
四
日

大
分
県
報
（
告
示
）

一



救
急
病
院

医
療
法
人
恵
友
会
杵

築
中
央
病
院

杵
築
市
大
字
杵
築
一
二
〇
番
地

令

五
・

二
・

一
か
ら

令

八
・

一
・
三
一
ま
で

救
急
病
院

サ
ン
ラ
イ
ズ
酒
井
病

院

速
見
郡
日
出
町
三
一
五
六
番
地
一

令

五
・

二
・

一
か
ら

令

八
・

一
・
三
一
ま
で

救
急
病
院

鈴
木
病
院

速
見
郡
日
出
町
三
九
〇
四
番
六

令

五
・

二
・

一
か
ら

令

八
・

一
・
三
一
ま
で

救
急
病
院

大
分
赤
十
字
病
院

大
分
市
千
代
町
三
丁
目
二
―
三
七

令

五
・

二
・

一
か
ら

令

八
・

一
・
三
一
ま
で

救
急
病
院

今
村
病
院

大
分
市
大
手
町
三
丁
目
二
番
二
九
号

令

五
・

二
・

一
か
ら

令

八
・

一
・
三
一
ま
で

救
急
病
院

社
会
医
療
法
人
恵
愛

会
大
分
中
村
病
院

大
分
市
大
手
町
三
丁
目
二
番
四
三
号

令

五
・

二
・

一
か
ら

令

八
・

一
・
三
一
ま
で

救
急
病
院

国
立
病
院
機
構
大
分

医
療
セ
ン
タ
ー

大
分
市
横
田
二
―
一
一
―
四
五

令

五
・

二
・

一
か
ら

令

八
・

一
・
三
一
ま
で

救
急
病
院

社
会
医
療
法
人
敬
和

会
大
分
岡
病
院

大
分
市
西
鶴
崎
三
丁
目
七
番
一
一
号

令

五
・

二
・

一
か
ら

令

八
・

一
・
三
一
ま
で

救
急
病
院

社
会
医
療
法
人
関
愛

会
佐
賀
関
病
院

大
分
市
大
字
佐
賀
関
七
五
〇
番
地
の
八

八

令

五
・

二
・

一
か
ら

令

八
・

一
・
三
一
ま
で

救
急
病
院

独
立
行
政
法
人
地
域

医
療
機
能
推
進
機
構

湯
布
院
病
院

由
布
市
湯
布
院
町
川
南
二
五
二

令

五
・

二
・

一
か
ら

令

八
・

一
・
三
一
ま
で

救
急
病
院

御
手
洗
病
院

佐
伯
市
蒲
江
大
字
蒲
江
浦
二
二
一
五
―

九

令

五
・

二
・

一
か
ら

令

八
・

一
・
三
一
ま
で

救
急
病
院

大
久
保
病
院

竹
田
市
久
住
町
大
字
栢
木
六
〇
二
六
―

二

令

五
・

二
・

一
か
ら

令

八
・

一
・
三
一
ま
で

救
急
病
院

帰
巖
会
み
え
病
院

豊
後
大
野
市
三
重
町
赤
嶺
一
二
五
〇
番

地
一

令

五
・

二
・

一
か
ら

令

八
・

一
・
三
一
ま
で

救
急
病
院

医
療
法
人
咸
宜
会
日

田
中
央
病
院

日
田
市
淡
窓
二
丁
目
五
―
一
七

令

五
・

二
・

一
か
ら

令

八
・

一
・
三
一
ま
で

救
急
病
院

梶
原
病
院

中
津
市
中
殿
町
三
丁
目
二
九
番
地
八

令

五
・

二
・

一
か
ら

令

八
・

一
・
三
一
ま
で

救
急
病
院

酒
井
病
院

中
津
市
中
央
町
一
丁
目
一
番
四
三
号

令

五
・

二
・

一
か
ら

令

八
・

一
・
三
一
ま
で

救
急
病
院

医
療
法
人
明
徳
会
佐

藤
第
一
病
院

宇
佐
市
大
字
法
鏡
寺
七
七
―
一

令

五
・

二
・

一
か
ら

令

八
・

一
・
三
一
ま
で

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

大
分
県
告
示
第
七
十
六
号

瀬
戸
内
海
環
境
保
全
特
別
措
置
法
（
昭
和
四
十
八
年
法
律
第
百
十
号
）
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

次
の
と
お
り
特
定
施
設
の
設
置
の
許
可
申
請
が
あ
っ
た
。

な
お
、
次
の
と
お
り
当
該
特
定
施
設
を
設
置
す
る
こ
と
が
環
境
に
及
ぼ
す
影
響
に
つ
い
て
の
調
査
の
結
果

に
基
づ
く
事
前
評
価
に
関
す
る
事
項
を
記
載
し
た
書
面
を
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
五
年
二
月
十
四
日

大
分
県
知
事

広

瀬

勝

貞

一

申
請
の
概
要

１

申
請
者
の
住
所
及
び
名
称
並
び
に
そ
の
代
表
者
の
氏
名

大
分
市
大
字
旦
野
原
七
百
番
地

国
立
大
学
法
人

大
分
大
学

学
長

北

野

正

剛

２

特
定
事
業
場
の
所
在
地
及
び
名
称

由
布
市
挾
間
町
医
大
ヶ
丘
一
丁
目
一
番
地

令
和
五
年
二
月
十
四
日

大
分
県
報
（
告
示
）

二



種

類

洗
浄
施
設

能

力

①

〇
・
〇
六
㎥

二
基

②

〇
・
〇
六
㎥

一
基

③

〇
・
〇
五
㎥

二
基

④

〇
・
〇
五
㎥

一
基

⑤

〇
・
〇
五
㎥

一
基

⑥

〇
・
〇
八
㎥

一
基

⑦

〇
・
〇
六
㎥

一
基

⑧

〇
・
〇
二
㎥

四
基

⑨

〇
・
一
一
㎥

一
基

工

事

着

手

予

定

年

月

日

令
五
・
三
・
一
三

工

事

完

成

予

定

年

月

日

令
五
・
三
・
一
七

使

用

開

始

予

定

年

月

日

令
五
・
三
・
二
〇

使

用

時

間

間

隔

間
欠

一

日

当

た

り

の

使

用

時

間

八
時
間

使

用

の

季

節

的

変

動

な
し

汚
水
等
の
一
日
当
た
り
の
量

単

位

通

常

の

値

最

大

の

値

①

〇
・
一
二

〇
・
一
五

②

〇
・
〇
六

〇
・
〇
七

③

〇
・
一
〇

〇
・
一
二

④

〇
・
〇
五

〇
・
〇
六

㎥
／
日

⑤

〇
・
〇
五

〇
・
〇
六

⑥

〇
・
〇
八

〇
・
一
〇

⑦

〇
・
〇
六

〇
・
〇
七

⑧

〇
・
〇
八

〇
・
一
〇

⑨

〇
・
一
一

〇
・
一
四

汚
水

等
の

汚
染

状
態

の
値

項

目

単

位

通

常

の

値

最

大

の

値

水
素
イ
オ
ン
濃
度

六
〜
八

六
〜
八

生
物
化
学
的
酸
素
要
求
量

㎎
／
L

一
〇
〇

一
〇
〇

浮

遊

物

質

量

㎎
／
L

六
〇

八
〇

窒

素

含

有

量

㎎
／
L

五

七

り

ん

含

有

量

㎎
／
L

三

五

排

水

口

名

排
水
口
Ａ

一
日
当
た
り
の
排
出
水
量

単

位

通

常

の

値

最

大

の

値

㎥
／
日

二
三
五
・
二

三
〇
八
・
七

汚
水

等
の

汚
染

状
態

の
値

項

目

単

位

通

常

の

値

最

大

の

値

水
素
イ
オ
ン
濃
度

六
・
一
〜
六
・
五

六
・
一
〜
六
・
五

生
物
化
学
的
酸
素
要
求
量

㎎
／
L

一
・
二
五

二
・
五

化
学
的
酸
素
要
求
量

㎎
／
L

三

六

浮

遊

物

質

量

㎎
／
L

〇

〇

窒

素

含

有

量

㎎
／
L

一
・
六
二
五

三
・
二
五

り

ん

含

有

量

㎎
／
L

〇
・
六
二
五

一
・
二
五

大
分
大
学
挾
間
キ
ャ
ン
パ
ス

３

設
置
さ
れ
る
特
定
施
設
の
種
類

水
質
汚
濁
防
止
法
施
行
令
（
昭
和
四
十
六
年
政
令
第
百
八
十
八
号
）
別
表
第
一
第
七
十
一
号
の
二

イ

洗
浄
施
設

４

汚
水
等
の
処
理
の
方
法

設
置
さ
れ
る
特
定
施
設
か
ら
排
出
さ
れ
る
汚
水
は
、
全
て
公
共
下
水
道
へ
放
流
す
る
。

５

排
出
水
の
量
及
び
汚
染
状
態
の
値

令
和
五
年
二
月
十
四
日

大
分
県
報
（
告
示
）

三



そ
の
他
参
考
と
な
る
べ
き
事
項

公
共
用
水
域
へ
の
排
出
は
逆
浸
透
膜
設
備
の
濃
縮
排
水
の
み

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

道
路
の
種
類

及
び
路
線
名

区

間

区
域
変
更

前
後
別

敷
地
の
幅
員

延

長

備
考

豊
後
高
田
市
羽
根
字
蛇
谷
三

六
一
五
番
一
地
先
か
ら

豊
後
高
田
市
羽
根
字
中
塚
三

三
三
七
番
三
ま
で

前

Ａ

メ
ー
ト
ル

二
○
・
六

〜

六
・
四

メ
ー
ト
ル

三
四
○
・
七

上
記
Ａ

及
び
Ｂ

は
、
関

係
図
面

に
表
示

す
る
敷

地
の
区

分
を
い

う
。

国
道
二
一
三

号

豊
後
高
田
市
羽
根
字
蛇
谷
三

六
一
五
番
一
地
先
か
ら

豊
後
高
田
市
羽
根
字
中
塚
三

三
三
七
番
三
ま
で

後

Ａ

二
○
・
六

〜

六
・
四

三
四
○
・
七

豊
後
高
田
市
羽
根
字
蛇
谷
三

六
一
五
番
一
か
ら

豊
後
高
田
市
羽
根
字
中
塚
三

三
三
五
番
一
ま
で

Ｂ

一
三
・
七

〜

三
・
五

三
一
八
・
〇

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

○
選
挙
管
理
委
員
会
告
示

二

事
前
評
価
に
関
す
る
書
面
の
縦
覧
期
間
及
び
縦
覧
場
所

１

縦
覧
期
間

令
和
五
年
二
月
十
四
日
か
ら
同
年
三
月
七
日
ま
で

２

縦
覧
場
所

大
分
県
生
活
環
境
部
環
境
保
全
課
及
び
由
布
市
役
所

大
分
県
告
示
第
七
十
七
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
よ
う
に
道
路
の

区
域
を
変
更
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
令
和
五
年
二
月
十
四
日
か
ら
二
週
間
大
分
県
土
木
建
築
部
道
路
保
全
課
に
備
え
置
い

て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
五
年
二
月
十
四
日

大
分
県
知
事

広

瀬

勝

貞

大
分
県
告
示
第
七
十
八
号

大
分
県
が
管
理
す
る
港
湾
施
設
の
概
要
（
昭
和
四
十
三
年
大
分
県
告
示
第
二
百
五
十
四
号
）
の
一
部
を
次

の
よ
う
に
改
正
す
る
。

な
お
、
関
係
図
面
は
、
大
分
県
土
木
建
築
部
港
湾
課
及
び
大
分
土
木
事
務
所
大
分
港
振
興
室
に
備
え
置
い

て
一
般
の
供
覧
に
供
す
る
。

令
和
五
年
二
月
十
四
日

大
分
県
知
事

広

瀬

勝

貞

一

大
分
港
の
㈡
概
要
の
大
在
地
区
の
表
中

「
八
十
八

緑
地

二
、
一
〇
一

平
方
メ
ー
ト
ル

を
」

「
八
八

野
積
場

二
、
一
〇
一

平
方
メ
ー
ト
ル

に
」

改
め
る
。

大
分
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
二
号

地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
七
十
四
条
、
第
七
十
五
条
、
第
七
十
六
条
、
第
八

十
条
、
第
八
十
一
条
及
び
第
八
十
六
条
並
び
に
地
方
教
育
行
政
の
組
織
及
び
運
営
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三

十
一
年
法
律
第
百
六
十
二
号
）
第
八
条
の
規
定
に
よ
る
令
和
五
年
二
月
十
一
日
現
在
で
大
分
県
議
会
議
員
及

び
大
分
県
知
事
の
選
挙
権
を
有
す
る
者
（
以
下
「
選
挙
権
を
有
す
る
者
」
と
い
う
。
）
の
総
数
の
五
十
分
の

一
の
数
及
び
三
分
の
一
の
数
（
そ
の
総
数
が
四
十
万
を
超
え
八
十
万
以
下
の
場
合
に
あ
つ
て
は
そ
の
四
十
万

を
超
え
る
数
に
六
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
四
十
万
に
三
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
を
合
算
し
て
得
た

数
、
そ
の
総
数
が
八
十
万
を
超
え
る
場
合
に
あ
つ
て
は
そ
の
八
十
万
を
超
え
る
数
に
八
分
の
一
を
乗
じ
て
得

た
数
と
四
十
万
に
六
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
四
十
万
に
三
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
を
合
算
し
て
得

た
数
）
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

令
和
五
年
二
月
十
四
日

大
分
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長

一

木

俊

廣

一

地
方
自
治
法
第
七
十
四
条
及
び
第
七
十
五
条
の
規
定
に
よ
る
選
挙
権
を
有
す
る
者
の
総
数
の
五
十
分
の

一
の
数

一
八
、
九
七
〇
人

二

地
方
自
治
法
第
七
十
六
条
、
第
八
十
一
条
及
び
第
八
十
六
条
並
び
に
地
方
教
育
行
政
の
組
織
及
び
運
営

に
関
す
る
法
律
第
八
条
の
規
定
に
よ
る
選
挙
権
を
有
す
る
者
の
総
数
の
三
分
の
一
の
数
（
そ
の
総
数
が
四

十
万
を
超
え
八
十
万
以
下
の
場
合
に
あ
つ
て
は
そ
の
四
十
万
を
超
え
る
数
に
六
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数

大
分
県
報
（
告
示
・
選
管
委
告
示
）

令
和
五
年
二
月
十
四
日

四



○
公

告

役

名

氏

名

住

所

理

事

嶋

秀

人

宇
佐
市
大
字
西
木
一
〇
番
地
の
一

〃

芝

原

康

士

〃

大
字
日
足
一
二
五
八
番
地

〃

今

戸

忠

明

〃

大
字
下
矢
部
一
三
五
六
番
地
の
一

〃

辛

島

秀

吉

〃

大
字
蜷
木
一
七
二
八
番
地

〃

藤

丸

憲

一

〃

大
字
上
田
一
七
〇
〇
番
地
の
一

〃

南

�

浩

〃

大
字
北
宇
佐
一
六
三
六
番
地

〃

榎

田

來

〃

大
字
長
洲
一
〇
〇
一
番
地
の
二

〃

司

城

慶

三

〃

大
字
江
須
賀
八
二
二
番
地
の
二

〃

大

森

孝

〃

大
字
畑
田
一
一
四
九
番
地

〃

大

森

博

〃

大
字
畑
田
一
二
七
〇
番
地
の
四

〃

吉

用

繁

則

〃

大
字
葛
原
七
一
番
地

〃

髙
牟
禮

健
治
郎

〃

大
字
下
高
一
一
三
番
地

〃

田

畑

昭

一

〃

大
字
下
高
家
一
〇
二
一
番
地

〃

用

正

實

男

〃

大
字
森
山
二
七
八
番
地
の
一

〃

吉

松

良

一

〃

大
字
大
塚
一
〇
六
番
地
の
二

〃

中

野

昭

人

〃

大
字
山
下
一
九
〇
一
番
地

〃

深

見

清

敏

〃

大
字
木
部
八
四
八
番
地
の
二

〃

木

部

軍

治

〃

大
字
上
庄
一
八
五
一
番
地

監

事

河

野

文

利

〃

大
字
西
屋
敷
一
一
四
七
番
地

〃

出

口

政

光

〃

大
字
佐
々
礼
一
二
九
二
番
地

と
四
十
万
に
三
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
を
合
算
し
て
得
た
数
、
そ
の
総
数
が
八
十
万
を
超
え
る
場
合

に
あ
つ
て
は
そ
の
八
十
万
を
超
え
る
数
に
八
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
四
十
万
に
六
分
の
一
を
乗
じ
て

得
た
数
と
四
十
万
に
三
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
を
合
算
し
て
得
た
数
）

二
一
八
、
五
六
二
人

三

地
方
自
治
法
第
八
十
条
の
規
定
に
よ
る
大
分
県
議
会
議
員
の
各
選
挙
区
に
お
け
る
選
挙
権
を
有
す
る
者

の
総
数
の
三
分
の
一
の
数
（
そ
の
総
数
が
四
十
万
を
超
え
八
十
万
以
下
の
場
合
に
あ
つ
て
は
そ
の
四
十
万

を
超
え
る
数
に
六
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
四
十
万
に
三
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
を
合
算
し
て
得

た
数
、
そ
の
総
数
が
八
十
万
を
超
え
る
場
合
に
あ
つ
て
は
そ
の
八
十
万
を
超
え
る
数
に
八
分
の
一
を
乗
じ

て
得
た
数
と
四
十
万
に
六
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
四
十
万
に
三
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
を
合
算

し
て
得
た
数
）

大

分

市

一
三
二
、
四
一
二
人

別

府

市

三
一
、
六
九
一
人

中

津

市

二
二
、
七
二
七
人

日

田

市

一
七
、
五
七
五
人

佐

伯

市

一
九
、
五
一
二
人

臼

杵

市

一
〇
、
五
六
〇
人

津

久

見

市

四
、
七
六
二
人

竹

田

市

五
、
八
九
〇
人

豊
後
高
田
市

六
、
一
五
四
人

杵

築

市

七
、
八
九
六
人

宇

佐

市

一
五
、
一
一
五
人

豊
後
大
野
市

九
、
七
八
八
人

由

布

市

九
、
三
七
九
人

国
東
市
・
姫
島
村

八
、
二
一
三
人

日

出

町

七
、
八
一
八
人

九
重
町
・
玖
珠
町

六
、
六
七
六
人

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
十
八
条
第
十
七
項
の
規
定
に
よ
り
、
宇
佐
土
地

改
良
区
（
宇
佐
市
）
か
ら
、
退
任
役
員
及
び
就
任
役
員
の
氏
名
及
び
住
所
に
つ
い
て
次
の
と
お
り
届
出
が

あ
っ
た
。

令
和
五
年
二
月
十
四
日

大
分
県
知
事

広

瀬

勝

貞

（
退
任
役
員
）

大
分
県
報
（
選
管
委
告
示
・
公
告
）

令
和
五
年
二
月
十
四
日

五



〃

濵

野

一

美

〃

大
字
高
砂
新
田
三
五
三
番
地

〃

新

貝

正

憲

〃

大
字
下
庄
一
六
七
六
番
地
の
一

〃

榎

英

行

〃

大
字
赤
尾
二
六
三
二
番
地
の
三

役

名

氏

名

住

所

理

事

嶋

秀

人

宇
佐
市
大
字
西
木
一
〇
番
地
の
一

〃

本

多

智

郎

〃

大
字
橋
津
五
二
七
番
地

〃

山

口

直

邦

〃

大
字
上
矢
部
一
六
八
二
番
地

〃

本

多

次

男

〃

大
字
松
崎
五
八
三
番
地

〃

岡

崎

憲
一
郎

〃

大
字
金
屋
七
六
六
番
地

〃

南

�

浩

〃

大
字
北
宇
佐
一
六
三
六
番
地

〃

田

口

良

一

〃

大
字
北
宇
佐
二
〇
四
一
番
地

〃

司

城

慶

三

〃

大
字
江
須
賀
八
二
二
番
地
の
二

〃

大

森

孝

〃

大
字
畑
田
一
一
四
九
番
地

〃

大

森

博

〃

大
字
畑
田
一
二
七
〇
番
地
の
四

〃

磯

邊

雄

二

〃

大
字
宮
熊
一
七
八
三
番
地
の
三

〃

髙
牟
禮

健
治
郎

〃

大
字
下
高
一
一
三
番
地

〃

田

畑

昭

一

〃

大
字
下
高
家
一
〇
二
一
番
地

〃

本

多

康

裕

〃

大
字
乙
女
新
田
二
二
二
番
地

〃

吉

松

良

一

〃

大
字
大
塚
一
〇
六
番
地
の
二

〃

川

原

辰

男

〃

大
字
上
元
重
六
五
一
番
地

〃

深

見

清

敏

〃

大
字
木
部
八
四
八
番
地
の
二

〃

中

山

伸

司

〃

大
字
南
敷
田
九
二
五
番
地
の
三

監

事

河

野

文

利

〃

大
字
西
屋
敷
一
一
四
七
番
地

〃

松

永

重

行

〃

大
字
北
鶴
田
新
田
八
三
番
地

〃

濵

野

一

美

〃

大
字
高
砂
新
田
三
五
三
番
地

〃

吉

用

繁

則

〃

大
字
葛
原
七
一
番
地

〃

榎

英

行

〃

大
字
赤
尾
二
六
三
二
番
地
の
三

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

事

業

名

着
手
年
月
日

完
了
年
月
日

県
営
農
村
振
興
総
合
整
備
事
業

（
農
業
用
用
排
水
施
設
整
備
）
（
弥
生
第
一
地
区
）

平
二
二
・

九
・
三
〇

平
二
九
・

三
・
二
四

県
営
農
村
振
興
総
合
整
備
事
業

（
農
道
整
備
）
（
弥
生
第
一
地
区
）

平
二
三
・
一
一
・

二

平
二
四
・

五
・
三
〇

県
営
農
村
振
興
総
合
整
備
事
業

（
鳥
獣
侵
入
防
止
施
設
整
備
）
（
弥
生
第
一
地
区
）

平
二
四
・
一
二
・
一
五

令

元
・

六
・
二
四

県
営
農
村
振
興
総
合
整
備
事
業

（
農
業
用
用
排
水
施
設
整
備
）
（
弥
生
第
二
地
区
）

平
二
二
・
一
〇
・

五

平
二
九
・

二
・
二
三

県
営
農
村
振
興
総
合
整
備
事
業

（
農
道
整
備
）
（
弥
生
第
二
地
区
）

平
二
三
・

九
・
一
三

平
二
七
・

五
・
二
九

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

（
就
任
役
員
）

次
の
と
お
り
県
営
土
地
改
良
事
業
の
工
事
を
完
了
し
た
。

令
和
五
年
二
月
十
四
日

大
分
県
知
事

広

瀬

勝

貞

道
路
交
通
法
（
昭
和
３５年

法
律
第
１０５号

）
第
５１条

の
８
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
、
放
置
車
両
の
確
認
等

に
関
す
る
事
務
を
次
の
と
お
り
委
託
し
た
。

令
和
５
年
２
月
１４日

大
分
県
大
分
中
央
警
察
署
長

矢
野

哲
幸

１
放
置
車
両
確
認
機
関
の
名
称
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

⑴
名
称

株
式
会
社
コ
ア
ズ
大
分
支
社

大
分
県
報
（
公
告
）

令
和
五
年
二
月
十
四
日

六



⑵
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

大
分
市
高
松
一
丁
目
２
番
２７号

２
確
認
事
務
を
行
う
区
域
及
び
期
間

⑴
区
域

大
分
県
大
分
中
央
警
察
署
の
管
轄
区
域

⑵
期
間

令
和
５
年
３
月
１
日
か
ら
令
和
８
年
２
月
２８日

ま
で

大
分
県
報
（
公
告
）

令
和
五
年
二
月
十
四
日

七


